
新たなプランを策定

少ない経費で最大の成果を目指す
行政改革の取り組み

（
藤
沢
市
公
明
党
）

質
問
　
市
長
は
、
市
庁
舎
等
公

共
施
設
再
整
備
計
画
の
白
紙
撤

回
を
表
明
し
た
が
、一
般
財
源
、

市
債
及
び
国
庫
補
助
と
い
う
従

来
型
の
財
源
構
成
で
は
財
源
が

足
り
な
い
中
で
、
老
朽
化
し
た

公
共
施
設
の
更
新
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
手
法
で
対
応
す
る
の

か
聞
き
た
い
。

答
弁

市
役
所
本
庁
舎
は
東
日

本
大
震
災
に
よ
っ
て
、
一
部
が

被
災
し
た
た
め
、
本
庁
舎
機
能

を
他
の
公
共
施
設
や
民
間
ビ
ル

に
分
散
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、
市
民
か
ら
不
便
で

あ
る
と
の
声
が
あ
り
、
本
庁
舎

に
つ
い
て
は
、
従
来
型
の
手
法

に
よ
り
最
優
先
に
整
備
を
行
い
、

そ
の
他
の
公
共
施
設
の
老
朽
化

に
よ
る
機
能
更
新
に
当
た
っ
て

は
、
市
民
生
活
を
支
え
る
社
会

資
本
の
維
持
を
前
提
と
し
て
、

財
政
の
健
全
化
を
維
持
し
な
が

ら
優
先
順
位
を
つ
け
て
対
応
し

て
い
く
。
そ
の
際
は
、
可
能
な

限
り
、
国
県
補
助
金
や
交
付
金
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代代 表表 質質
２月定例会では、「一般質問」（議員個人

による市政全般に対する質問）にかえて、
新年度の市長の施政方針や予算等に対し、
会派を代表した議員が「代表質問」を行い
市政をチェックしています。

な
ど
の
特
定
財
源
の
確
保
に
努

め
る
と
と
も
に
、
従
来
型
の
事

業
手
法
と
民
間
資
金
等
の
活
用

を
図
る
手
法
な
ど
、
各
事
業
ご

と
に
最
善
の
事
業
手
法
を
選
択

し
、
対
応
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

域
住
民
の
意
見
を
聞
く
場
と
し

て
必
要
な
組
織
だ
が
、
そ
の
あ

り
方
に
つ
い
て
は
見
直
す
べ
き

と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

答
弁

地
域
経
営
会
議
は
、
市

民
や
地
域
が
主
体
の
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
す
る
た
め
の
組
織
と

し
て
発
足
し
、
市
民
セ
ン
タ
ー

･
公
民
館
と
連
携
し
な
が
ら
地

域
の
団
体
や
住
民
と
と
も
に
ま

ち
づ
く
り
へ
の
取
り
組
み
を
進

め
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
取
り
組
み
を
進
め
る
中
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
も
見
え
て
き

た
。
地
域
経
営
会
議
の
運
営
や

そ
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
議
会

と
市
長
の
二
元
代
表
制
を
大
前

提
に
進
め
る
べ
き
で
あ
り
、
委

員
の
構
成
に
つ
い
て
も
地
域
の

特
性
に
見
合
う
も
の
と
し
な
が

ら
、
地
域
経
営
会
議
と
市
の
具

体
的
な
役
割
や
責
任
の
分
担
、

各
地
域
団
体
と
の
連
携
の
あ
り

方
な
ど
を
明
確
に
し
、
す
べ
て

の
委
員
と
市
民
セ
ン
タ
ー
･
公

民
館
が
共
通
認
識
を
図
る
中
で

進
め
て
い
き
た
い
。
今
後
は
、

こ
れ
ま
で
の
課
題
を
踏
ま
え
、

地
域
経
営
会
議
の
委
員
、
地
域

（
自
由
松
風
会
）

質
問
　
平
成
二
十
三
年
度
に
本

市
は
五
十
一
年
ぶ
り
に
普
通
交

付
税
の
交
付
団
体
と
な
っ
た
。

今
後
、
再
度
不
交
付
団
体
に
戻

る
こ
と
を
目
指
し
て
財
政
運
営

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

答
弁
　
交
付
団
体
と
な
っ
た
こ

と
は
、
現
在
の
厳
し
い
社
会
経

済
状
況
を
背
景
に
、
市
税
収
入

等
の
基
準
財
政
収
入
額
の
伸
び

を
上
回
る
基
準
財
政
需
要
額
の

伸
び
が
あ
っ
た
の
が
要
因
で
あ

る
。
こ
の
基
準
財
政
需
要
額
に

は
本
市
の
決
算
額
や
予
算
額
が

反
映
さ
れ
な
い
た
め
、
本
市
が

経
費
削
減
等
の
努
力
を
行
っ
て

も
、圧
縮
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
か
し
、
基
準
財
政
収
入
額
に

つ
い
て
は
、
よ
り
魅
力
的
な
都

市
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

納
税
義
務
者
数
が
増
加
し
、
そ

の
課
税
実
態
が
算
定
額
に
反
映

さ
れ
る
と
と
も
に
、
企
業
誘
致

な
ど
の
取
り
組
み
を
進
め
、
市

内
経
済
の
活
性
化
を
図
る
こ
と

で
そ
の
伸
び
を
期
待
で
き
る
と

考
え
て
い
る
。
不
交
付
団
体
と

し
て
の
誇
り
を
取
り
戻
す
た
め

に
も
、
不
交
付
団
体
へ
の
復
活

に
向
け
信
念
を
持
っ
て
取
り
組

ん
で
い
く
。
今
後
は
、
本
市
の

財
政
状
況
を
さ
ら
に
わ
か
り
や

す
い
形
で
情
報
公
開
を
進
め
な

が
ら
、
よ
り
一
層
健
全
な
財
政

運
営
を
進
め
る
取
り
組
み
を
行

っ
て
い
き
た
い
。

（
日
本
共
産
党
藤
沢
市
議
会
議
員
団
）

質
問
　
全
国
的
に
も
、
土
地
開

発
公
社
を
廃
止
す
る
自
治
体
も

ふ
え
て
き
て
お
り
、
そ
の
あ
り

方
を
見
直
す
べ
き
と
考
え
る
が
、

ど
う
か
。

答
弁
　
土
地
開
発
公
社
制
度
を

活
用
し
た
事
業
用
地
の
先
行
取

得
で
は
、
都
市
計
画
決
定
さ
れ

た
区
域
内
の
事
業
用
地
に
お
い

て
、
相
続
等
買
い
取
り
希
望
の

申
し
出
な
ど
に
よ
り
、
急
遽
取

得
を
必
要
と
す
る
場
合
に
、
迅

速
か
つ
的
確
な
対
応
が
可
能
と

な
る
。
ま
た
、
公
社
が
先
行
取

得
し
た
事
業
用
地
を
市
が
計
画

的
に
年
度
ご
と
に
買
い
戻
す
こ

と
に
よ
り
、
市
の
財
政
負
担
を

平
準
化
し
、
単
年
度
負
担
の
軽

減
化
が
図
れ
る
な
ど
、
財
政
上

の
効
果
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

公
社
は
、
公
共
事
業
の
施
策
を

円
滑
に
進
め
て
い
く
と
い
う
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
今

後
は
経
営
健
全
化
を
図
り
な
が

ら
、活
用
し
て
い
き
た
い
。し
か

し
、
善
行
土
地
取
得
問
題
の
よ

う
に
議
会
の
チ
ェ
ッ
ク
な
し
に

土
地
取
得
が
で
き
る
仕
組
み
は
、

よ
り
透
明
性
の
高
い
組
織
に
見

直
す
必
要
が
あ
り
、
具
体
的
に

は
、
都
市
計
画
決
定
が
な
さ
れ

て
い
な
い
重
要
施
策
に
か
か
わ

る
事
業
用
地
な
ど
を
取
得
す
る

場
合
、
議
会
へ
情
報
提
供
を
行

う
ル
ー
ル
づ
く
り
を
今
後
早
期

に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

喫緊の課題となっている市役所本館・東館の建て替え

議会を傍聴しませんか
閉会中に開催する諸会議及び６月定例会は、
右の日程表のとおり開催する予定です。
なお、日時等は、変更になることもあり

ますので、詳しい内容については、下記へ
お問い合わせください。
［問合せ］
議会事務局議事課
�0466-25-1111 内線5621～2
FAX 0466-24-0123

請願と陳情のご案内
６月定例会では、次の日時までに提出さ

れたものを審査します。
請願　６月１日（金）正午まで
陳情　６月６日（水）午後５時まで

閉会中に開催する諸会議 ６月定例会
開 催 日

５月２１日（月）
２５日（金）

６月１日（金）

会　　議　　名

５月臨時会本会議
災害対策等特別委員会
（水防訓練現地視察）

議会運営委員会

開会時刻

１０：００
１３：００

１４：３０

開 催 日
６月６日（水）

８日（金）
１１日（月）
１２日（火）
１３日（水）
１４日（木）
１５日（金）
１９日（火）
２０日（水）
２１日（木）
２２日（金）
２５日（月）

会　　議　　名
本会議（議案の説明）
本会議（議案の審議など）
建設経済常任委員会
厚生環境常任委員会
こども文教常任委員会
総務常任委員会
議会運営委員会
本会議（議決、一般質問）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問、議決など）

開会時刻
１０：００
１０：００
９：３０
９：３０
９：３０
９：３０
９：３０
１０：００
１０：００
１０：００
１０：００
１０：００

※各本会議の日には、９：３０から議会運営委員会が開催されます。※提出方法については議会事務局議事課にお問い合わせください。

事
業
ご
と
に
最
善
の
手
法
を
選
択

本
庁
舎
に
つ
い
て
は
最
優
先
に
整
備

公
共
施
設
の
再
整
備

今
後
の
市
政
運
営

信
頼
を
基
本
に
進
め
る

公
共
施
設
の
計
画
策
定

積
極
的
な
情
報
公
開
を

土
地
開
発
公
社
は

透
明
性
の
高
い
組
織
に

（
さ
つ
き
会
）

質
問
　
前
市
政
で
は
、
ト
ー
タ

ル
コ
ス
ト
の
観
点
を
取
り
入
れ
、

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
回
し
な

が
ら
、
当
初
の
施
策
目
標
に
対

す
る
事
後
検
証
を
行
い
、
次
の

施
策
展
開
へ
と
つ
な
げ
る
試
み

が
行
わ
れ
て
き
た
。
市
長
は
今

後
、
ど
の
よ
う
な
市
政
を
目
指

し
、
そ
の
実
現
に
当
た
り
ど
の

よ
う
な
市
政
運
営
の
手
法
を
と

る
の
か
、
聞
き
た
い
。

答
弁

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に

よ
り
、
検
証
を
行
い
、
次
の
施

策
展
開
へ
つ
な
げ
て
い
く
こ
と

は
大
変
重
要
で
あ
り
、
関
係
者

や
団
体
の
相
互
理
解
、
信
頼
に

の
団
体
や
住
民
の
意
見
を
聞
き

な
が
ら
、
年
内
を
目
途
に
、
課

題
の
整
理
と
検
証
を
行
い
、
地

域
住
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を

市
政
に
反
映
で
き
る
よ
う
見
直

し
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

よ
り
、
初
め
て
発
展
的
な
サ
イ

ク
ル
を
回
す
こ
と
が
可
能
に
な

る
。
市
政
の
実
現
の
た
め
に
は

法
令
遵
守
は
も
と
よ
り
、
説
明

責
任
を
十
分
に
果
た
し
、
透
明

か
つ
公
平
、
公
正
で
誠
実
な
対

応
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
経

営
と
い
う
観
点
は
、
利
潤
を
追

求
す
る
企
業
イ
メ
ー
ジ
が
強
い

た
め
、
行
政
に
は
経
営
で
は
な

く
運
営
と
い
う
言
葉
が
適
切
で

あ
る
。
今
後
は
、
法
令
遵
守
は

も
と
よ
り
、
説
明
責
任
を
果
た

す
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
、
信

頼
で
き
る
市
政
を
回
復
さ
せ
、

市
民
参
加
の
体
制
を
整
備
し
、

信
頼
を
基
本
と
す
る
市
政
運
営

を
進
め
て
い
き
た
い
。

地
域
経
営
会
議
の

仕
組
み
の
見
直
し
を

（
民
主
･
社
民
）

質
問
　
地
域
経
営
会
議
は
、
地

（
ふ
じ
さ
わ
自
民
党
）

質
問
　
本
市
で
は
、
こ
れ
ま
で

効
率
的
な
行
政
の
実
現
と
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
指
し
、

着
実
に
行
政
改
革
に
取
り
組
ん

で
き
た
が
、
今
後
の
新
た
な
行

政
改
革
プ
ラ
ン
の
策
定
に
つ
い

て
聞
き
た
い
。
ま
た
、
四
年
間

で
総
人
件
費
を
五
％
削
減
す
る

と
い
う
が
、
そ
の
取
り
組
み
と

今
後
の
行
政
改
革
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

答
弁
　
多
様
で
質
の
高
い
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
迅
速
に
提
供
し
て

い
く
た
め
に
は
、
行
政
改
革
へ

の
不
断
の
取
り
組
み
が
重
要
か

つ
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

今
後
四
年
間
で
効
率
的
な
組
織

に
見
直
し
、
行
政
の
ス
リ
ム
化

と
効
率
化
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
少
な
い
経
費
で
最
大
の
成

果
を
目
指
し
、
新
た
な
行
政
改

革
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

総
人
件
費
五
％
削
減
に
つ
い

（
ア
ク
テ
ィ
ブ
藤
沢
）

質
問
　
前
市
長
が
推
進
し
て
き

た
公
民
連
携
事
業
で
あ
る
ア
ー

バ
ン
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ザ

は
、
事
業
者
の
選
定
基
準
や
選

考
経
過
が
不
透
明
で
あ
る
た
め
、

事
業
の
検
証
が
で
き
な
い
。
プ

ロ
ポ
ー
ザ
ル
コ
ン
ペ
に
つ
い
て

積
極
的
な
情
報
公
開
が
必
要
だ

と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。
ま
た
、

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
つ
い
て
は
、

計
画
中
止
を
求
め
る
陳
情
が
議

会
に
提
出
さ
れ
た
り
、
市
民
会

館
の
移
転
や
看
護
専
門
学
校
な

ど
計
画
発
表
後
に
市
民
か
ら
の

疑
問
や
説
明
を
求
め
る
声
が
相

次
い
で
い
る
状
況
に
あ
る
が
、

今
後
同
様
の
事
態
を
招
か
な
い

た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
改
善
が

必
要
と
考
え
て
い
る
の
か
。

答
弁
　
ア
ー
バ
ン
ラ
イ
フ
サ
ポ

ー
ト
プ
ラ
ザ
の
市
民
へ
の
説
明
、

情
報
公
開
に
つ
い
て
は
可
能
な

限
り
行
っ
て
い
る
が
、
今
後
、

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
コ
ン
ペ
を
行
う

場
合
、
選
定
基
準
を
含
む
選
考

の
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
も
民
間

の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
創
意
工
夫
に
関

す
る
情
報
を
除
き
、
可
能
な
限

り
議
会
や
市
民
に
説
明
し
、
情

報
公
開
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
移
転
計
画

に
関
し
て
は
、
説
明
会
に
お
い

て
移
転
反
対
等
の
意
見
が
出
た

こ
と
や
、
移
転
反
対
の
陳
情
が

提
出
さ
れ
る
な
ど
計
画
内
容
に

理
解
を
得
ら
れ
て
い
な
い
と
認

識
し
て
い
る
。
今
後
は
利
用
者

等
と
の
意
見
交
換
等
を
十
分
に

行
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
施
設

等
の
計
画
策
定
を
行
っ
て
い
き

た
い
。

て
は
、
本
市
の
定
員
管
理
、
給

与
制
度
の
適
正
化
と
い
う
視
点

で
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
。
行
政
改
革
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
行

政
改
革
の
基
本
方
針
（
案
）
な

ど
を
改
め
て
検
討
し
、
平
成
二

十
四
年
度
の
早
い
時
期
で
の
策

定
・
実
施
を
目
指
し
、
十
分
議

論
を
重
ね
た
上
で
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
等
市
民
の
意
見
も

参
考
に
進
め
て
い
き
た
い
。

不
交
付
団
体
へ
の
復
活

今
後
の
財
政
運
営
は

おお知知ららせせ


